
災害時における医薬品及び応急生活物資の確保に関する協定書 

 富良野市（以下「甲」という。）と株式会社ツルハ（以下「乙」という。）は、地震、風水害、

その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害等」という。）において医

薬品及び応急生活物資（以下「物資」という。）の確保等に関して、次のとおり協定を締結する。 

（目 的） 

第１条 この協定は、災害等に富良野市地域防災計画に基づき富良野市が実施する救護医療及

び生活物資供給活動として、乙の積極的な協力を得ることにより、早期に物資を確保し住民

生活の早期安定を図ることを目的とする。 

（協力要請の時期） 

第２条 この協定における災害等の協力要請は、原則として甲が災害対策本部を設置後、 

乙に対して要請を行った時期とする。

（協力要請） 

第３条 災害等において甲が物資を必要とするときは、乙に対して保有商品等の供給について

の協力を要請することができる。ただし、一般消費者に対する商品供給や被災店舗の復旧な

どの業務に支障をきたさない範囲とする。 

２ 前項の要請は、甲が行うものとする。ただし、災害等の状況により緊急を要する場合は、

富良野市災害対策本部長（市長）の指定する者においても、乙に要請することができるもの

とする。 

（物資の範囲） 

第４条 甲が乙に要請する災害等の物資は、次に掲げるもののうち要請時点で乙が保有する物

資とする。 

(1) 医薬品

(2) 食料品

(3) 日用品

(4) その他乙の取り扱う物資のうち、供給可能な甲が指定する物資

（要請の方法） 

第５条 甲は、災害等において物資の確保を図る必要が生じた場合は、「協力要請書」（別記様

式）により要請を行うものとする。ただし、災害等の状況により緊急を要する場合は、口頭

又は電話により要請し、事後速やかに文書を提出するものとする。 

（物資の引渡し） 

第６条 物資の引渡し場所は、甲と乙が協議のうえ決定するものとし、当該場所において乙の

納品書等に基づき、甲の職員が確認のうえ、引き渡すものとする 

（費用の負担） 

第７条 乙が供給した物資、運搬等の費用については、甲が負担する。

（費用の支払） 

第８条 甲は、乙から費用の請求があった場合は、速やかに乙に支払うものとする。

（価格の決定） 

第９条 甲が負担する費用は、災害等発生直前における適正な価格を基準として、甲と乙

が協議の上、決定するものとする。 



 （連絡責任者） 

第10条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては富良野市役所 総務課長とし、乙にお

いては、株式会社ツルハ富良野地区スーパーバイザーとする。 

２ 甲と乙は、連絡体制・連絡方法・連絡手段等について支障をきたさないように日頃から点

検や改善に努めるものとする。 

 （協 議） 

第11条 この協定に定めのない又は疑義が生じた事項については、甲乙協議して、定めるもの

とする。 

 （有効期間） 

第12条 この協定の有効期間は、協定締結の日から当該年度末の３月３１日を初年度の最終日

とし、以後は４月１日から翌年の３月３１日までとする。ただし、この協定の有効期間満了

の日１月前までに、甲乙のいずれかから協定解除又は変更の申し出がないときは更に１年間

延長するものとし、以後はこの例によるものとする。 

この協定締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を保

有するものとする。 

令和 元 年１０月 １８ 日 

甲 富良野市弥生町１番１号

富良野市長    北 猛 俊 

乙 札幌市東区北２４条東２０丁目１－２１

株式会社ツルハ

代表取締役社長  鶴 羽    順




